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開会（午前 9 時 58 分） 

開会・会議

議長 (大谷内義一君) 
ただいまの出席議員数は、39 名です。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。

諸般の報告

議長 (大谷内義一君) 
日程第 1 諸般の報告を行います。 

本日の会議に出席している説明員の職・氏名は、4 日の会議に配布の説明員一覧表のとお

りであります。また、議会事務局職員及び町職員の係員が写真撮影等をしますので、お知

らせをいたしておきます。

報告第１号～報告第１６号

議長 (大谷内義一君) 
日程第 2  報告第 1号 平成 16年度能登町一般会計暫定予算にかかる専決処分の承認を

求めることについてから、報告第 16 号 字の名称の変更についてにかかる、専決処分の承

認を求めるまでの 16 件を一括議題とします。 
これより、質疑を行います。質疑はありませんか。 32 番竹中初男君 

32 番 (竹中初男君) 
 私、初めて見る予算内容もありますので、わかりませんので、説明をお願いいたしたい

と思います。まず、職務代理者にお尋ねいたします。合併いたしましたら、当然職員間に

おいて賃金の格差、給与の格差あるのかどうか。あるいは、職階級あるいは、等級何号俸

とゆうふうな編成が 3 町村とも同じであったかどうか、そのあたりについてお尋ねいたし

ます。それから、特別会計の中で、農業集落排水と漁業集落排水と言うのがありますが、

私は、漁業集落排水とゆうことを知らなかったものですから、これは農業集落排水と、い

ろいろ中身において、違いがあるのかどうかとゆうことと、漁業集落とは、海岸から何ｋ

ｍどのへんまでが、いわゆる漁業集落に入る地域に該当するのか説明を求めます。

 それから、浄化槽整備の事業で、合併浄化槽のことだと思いますが、非課税世帯には、

工事助成があると、これは内浦町の場合ですけれど、これは生活保護世帯をさしているの

かどうか、お尋ねいたします。また、浄化槽の保安点検の業務は、内浦地区は、委託料に

あがっているわけですが、これは、本来私どもとすれば受益者負担とゆうふうに考えてお

るわけですが、その辺はどうなるのか、お尋ねいたします。
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議長（大谷内義一君） 
 町長職務執行者 田形功君 
 
町長職務執行者（田形 功君） 
 竹中議員のご質問にお答えします。職員の件でこざいますが、人件費については、３町

村少し異なっている点がございます。この点については、いろいろ合併協議会の話で、長

期的な観点で今後調整をしていくとゆう考えです。その後のご質問については担当課長の 
方からご説明させます。 
 
 
下水道課長（浜中工君） 
 竹中議員さんの質問 1 点目でございますけれど、漁業集落、農業集落排水事業ですが 
現在能登町では、漁業集落排水事業は平成１５年度から１８年度、農業集落排水事業は 
平成１４年度から１８年度の間で事業を進めております。 
漁業集落排水事業の採択の中身でございますけれど、第 1 点目は、総生産額に対する漁

業生産額又は、漁価比率が第 1 位の漁業集落であることが、漁業集落排水事業の要件です。 
 農業集落排水事業は、特段１０個以上の集落であれば出来るとゆうことで認識しており

ます。それから２点目の関係で改造資金融資助成金で、生活保護世帯のお話がございまし

たけれど、今現在旧内浦地区で生活保護世帯とゆうことで、助成額５０万以内の場合は、 
生活保護世帯に助成をするとゆう内容となっておりますし、また、非課税世帯これはです

ね、工事費５０万円以上の場合は１０万円、５０万未満の場合は工事費の１／５を除した

額とゆうことで、そうゆう助成額をお支払いしてございます。 
 
議長（大谷内義一君） 
 竹中議員それでいいですか。 
 
32 番 (竹中初男君) 
 保守点検の委託とゆうのはまだ答えていないようですし、漁業集落排水事業とゆうのは、 
どの範囲までが漁業集落排水とゆうのかわかりませんので、ご説明願います。 
 
下水道課長（浜中工君） 
 旧能都町管内で進めております集落の範囲でございますけれど、真脇地内小浦集落、羽

根集落があるんですが、そのエリアを定めて、現在事業を実施しているところです。もう 
1 点は、今資料がないものですから、この場では説明が出来ませんのでご理解をお願いい

たします。 
 
議長（大谷内義一君） 
 ほかにありませんか。 
 はい７番石田君 
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７番（石田博之君） 
 さきほどの竹中議員の質問の関連プラスアルファーですが、職務執行者田形さんは、賃

金の格差是正を長期展望でもって調整すると言われましたけれど、当然高いところと、低

いところがあると思いますが、どちらを基準に合わせるのかといゆうことが、大変大切な

ことと思いますが、高い能都町に合わせるのか、低い柳田にあわせるのか、そうゆう基準

を持っておいでなのかお聞きするのと、総務費に土地評価鑑定業務費１０，０００千円が 
もられておりますけれど、固定資産の評価基準とゆうのも、３町村当然基準が違うと認識 
しております。再度、固定資産の査定基準評価ですが、どういった基準に調整されるのか

とう点と、委託料１０，０００千円をあらたな予算としてみておられますけれど、どうい

った業務を行うのかとゆうことを、担当課の方から説明願います。 
 
議長（大谷内義一君） 
 町長職務執行者 田形功君 
 
町長職務執行者（田形 功君） 
 石田議員の質問にお答えします。給料の格差をどうゆうところに合わせるのかとゆうこ

とでございますけれど。これは、大変難しい問題でございまして、一応標準的なものを定

め、それを基準として、高い部分は若干下げ、低い部分は若干上がるゆうことで、これは

一般的な考え方でそうゆう合わせ方になると思っております。ただ、高い部分を極端に下

げるとゆうことは、困難な部分があります。これは、そうゆう内部で詳細については、つ

めて対応していかないといけないなあと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 
 あとの質問につきましては、担当課長から説明させます。 
 
議長（大谷内義一君） 
 税務課長藤村秀雄君 
 
税務課長（藤村秀雄君） 
 石田議員にお答えします。６３ページ賦課徴収費２３節償還金及び利子割引料のところ

で、土地評価鑑定業務とありますが、この業務につきましては、３年に１回、１８年度評

価替の前の年にこの業務を行うわけです。旧能都町、旧内浦町、旧柳田村で１６０ポンイ

ト程があります。そちらの方の鑑定業務を行っております。 
 
議長（大谷内義一君） 
 石田議員いいですか 
 
７番（石田博之君） 
 固定資産税の評価基準が３町違うと思っておるんですけど、それと、固定資産税評価額

の税率、パーセンテージがあるわけですけれど、上限、下限があると思うんですけど、そ

れが３町統一されているのかとゆうことですけれど、柳田は確か低かったように思ってい

ますが、市ぐらいいきますと高いですね。基準範囲内があるわけですがね、３町はどうい
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つたふうな調整をされて、どの基準になるのか担当課長説明願います。 
 
議長（大谷内義一君） 
 税務課長藤村秀雄君 
 
税務課長（藤村秀雄君） 
 それでは、石田議員にお答えします。３町の基準につきましては、同じと考えておりま

す。固定資産税につきましては、標準税率１．４パーセントになります。 
 
議長（大谷内義一君） 
 その他ありませんか。 
 無いようですので、質疑なしと認めます。 
これより、討論を行います。討論はありませんか。 
 

（なしの声） 
 

 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 
これより、報告第 1 号平成１６年度能登町一般会計暫定予算にかかる専決処分の承認を求

めることについてを採決します。 
報告第 1 号平成１６年度能登町一般会計暫定予算にかかる専決処分の承認を求めること

について、報告のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めます。 
 
   （賛成者起立） 
 
おすわり下さい。ありがとうございました。起立全員です。 
よって、報告第 1 号平成１６年度能登町一般会計暫定予算にかかる専決処分の承認を求め

ることについては、報告のとおり承認することに決定されました。 
 次に、報告第２号平成１６年度能登町国民健康保険特別会計暫定予算にかかる専決処分

の承認を求めることについて、報告第３号平成１６年度能登町老人保健特別会計暫定予算

にかかる専決処分の承認を求めることについて、報告第４号平成１６年度能登町介護保険

特別会計暫定予算にかかる専決処分の承認を求めることについて、報告第５号平成１６年

度能登町観光施設特別会計暫定予算にかかる専決処分の承認を求めることについて、報告

第６号平成１６年度能登町公共下水道事業特別会計暫定予算の専決処分の承認を求める

ことについて、報告第７号平成１６年度能登町農業集落排水事業特別会計暫定予算の専決

処分の承認を求めることについて、報告第８号平成１６年度能登町漁業集落排水事業特別

会計暫定予算の専決処分の承認を求めることについて、報告第９号平成１６年度能登町浄

化槽整備推進事業特別会計暫定予算の専決処分の承認を求めることについて、報告第１０

号平成１６年度能登町簡易水道事業特別会計暫定予算の専決処分の承認を求めることに

ついて、報告第１１号平成１６年度能登町水道事業特別会計暫定予算の専決処分の承認を

求めることについて、報告第１２号平成１６年度能登町病院事業会計暫定予算の専決処分
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の承認を求めることについての１１件を一括して採決します。報告のとおり決定すること

に賛成する諸君の起立を求めます。 
 

（賛成者起立） 
 

 ありがとうございました。起立全員であります。 
よって、報告第２号、報告第３号、報告第４号、報告第５号、報告第６号、報告第７号、 
報告第８号、報告第９号、報告第１０号、報告第１１号、報告第１２号の１１件は報告の

とおり承認されました。 
 次に、報告第１３号能登町役場の位置を定める条例他１６１件の条例についてに関する

専決処分の承認を求めることについて、報告第１４号能登町指定金融機関の指定に関する

専決処分の承認を求めることについて、報告第１５号証明書等の広域交付に係る事務の相

互委託についてに関する専決処分の承認を求めることについて、報告第１６号字の名称の

変更に関する専決処分の承認を求めることについての４件を一括して採決します。 
 
報告のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めます。 
 

（賛成者起立） 
 

 ありがとうございました。起立全員です。 
よって、報告第１３号、報告第１４号、報告第１５号、報告第１６号の４件は報告のとお

り承認されました。 
 

議案第１号 
 

議長 (大谷内義一君) 
 日程第３ 議案第１号固定資産評価員の選任についてを議題とします。提案理由の説明

を求めます。 
 能登町長職務執行者 田形功君 
 
町長職務執行者（田形 功君） 
 先程は、専決処分１６件につきまして、ご承認いただき、ありがとうございました。 
それでは、議案第１号「固定資産評価員の選任について」の提案理由を説明させていただ

きます。固定資産評価員として、税務課長である藤村秀雄を選任いたしたく、地方税法第

４０４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。議員各位におかれ

ましては、何とぞ、ご同意賜りますようお願い申し上げまして、提案理由のご説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
議長（大谷内義一君） 
 提案理由の説明が終わりました。   
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お諮りいたします。 
議案第１号については、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略した

いと思います。これに、ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１号については、委員会付託を省略することに決

定しました。 
お諮りします。 

議案第１号については、人事案件ですので、質疑、討論を省略したいと思います。 
これに、ご異議ありませんか。 
 
議長（大谷内義一君） 
 ご異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略することに決定しました。 
議案第１号固定資産評価員の選任についてを採決します。ここで、地方自治法第１７１条

の規定により、藤村秀雄君の退場を求めます。 
 

（藤村秀雄君退場） 
 

議案第１号固定資産評価員の選任について、能登町字柳田主部１４の１番地藤村秀雄氏を

選任することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 

（賛成者起立） 
 

ありがとうございました。起立全員です。 
よって、議案第１号は、可決いたしました。ここで、藤村秀雄君の入場を許可します。 
 

（藤村秀雄君入場） 
 

休 憩 
 
議長 (大谷内義一君) 
 それでは、ここで議事の進行上暫時休憩します。（１０時２３分） 
全員協議会室にご参集のほど、お願いします。 
 

再 開 
 
議長（大谷内義一君）（１１時１５分） 
 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 
議案に入る前に、先程の質問の中で税務課長藤村秀雄君から説明不足の件があるので、答
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弁をさせていただきたいとゆう申し出がありますので、答弁させます。 
 
税務課長（藤村秀雄君） 
先程、石田議員のほうから固定資産税の税率を１．４／１００と申し上げましたが、そ

れは標準税率で、   固定資産の税率は１．６／１００とゆうことで、ご説明させてい

ただきます。 
 

議長（大谷内義一君） 
 能登町議会として、それぞれの一部事務組合の規約に基づき、奥能登広域圏事務組合議

会議員として、２人、珠洲市能登町環境衛生組合議会議員として、３人、奥能登クリーン

組合議会議員として、９人、のと鉄道運営助成基金事務組合議員として、１人を選挙する

必要があるためです。 
 

選挙第４号 
 
議長（大谷内義一君） 
 まず、選挙第４号奥能登広域圏事務組合議会議員の選挙を行います。当該選挙について

は、組合規約第５条第２項の規定により、２人の組合議員を選挙するものであります。 
 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、

指名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。  
お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。奥能登広域圏事務

組合議会議員に、２７番田高宗男君、４１番道下豊一君を指名します。 
お諮りします。ただいま、議長が指名しました、田高宗男君、道下豊一君を奥能登広域圏

事務組合議会議員の当選人として定めることにご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よつて、田高宗男君、道下豊一君が奥能登広域圏事務組合議会議員

に当選されました。ただいま、奥能登広域圏事務組合議会議員に当選されました、田高宗

男君、道下豊一君が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告

知をいたします。 
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選挙第５号 

 
議長（大谷内義一君） 
 次に、選挙第５号珠洲市能登町環境衛生組合議会議員の選挙を行います。当該選挙につ

いては、組合規約第５条第２項の規定により、３人の組合議員を選挙するものであります。 
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指

名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。  
お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。珠洲市能登町環境衛

生組合議会議員に、４番市浜等君、１９番谷上幸男君、３７番岩坂喜通君を指名します。 
お諮りします。ただいま、議長が指名しました、市浜等君、谷上幸男君、岩坂喜通君を珠

洲市能登町環境衛生組合議会議員の当選人として定めることにご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

ご異議なしと認めます。よつて、市浜等君、谷上幸男君、岩坂喜通君が珠洲市能登町環境

衛生組合議会議員に当選されました。ただいま、珠洲市能登町環境衛生組合議会議員に当

選されました、市浜等君、谷上幸男君、岩坂喜通君が議場におられます。会議規則第３３

条第２項の規定によって当選の告知をいたします。 
 

選挙第６号 
 
議長（大谷内義一君） 
 次に、選挙第６号奥能登クリーン組合議会議員の選挙を行います。当該選挙については、

組合規約第５条第２項の規定により、９人の組合議員を選挙するものであります。 
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指

名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。  
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お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。奥能登クリーン組合

議会議員に、１２番石岡安雄君、１５番宮田勝三君、１６番山本一朗君、２０番桶屋政雄

君、２２番久田良平君、３０番棚田昭男君、３２番竹中初男君、３３番浜田実君、３９番

山﨑元英君を指名します。 
お諮りします。ただいま、議長が指名しました、石岡安雄君、宮田勝三君、山本一朗君、

桶屋政雄君、久田良平君、棚田昭男君、竹中初男君、浜田実君、山﨑元英君を奥能登クリ

ーン組合議会議員の当選人として定めることにご異議ございませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よって、石岡安雄君、宮田勝三君、山本一朗君、桶屋政雄君、久田

良平君、棚田昭男君、竹中初男君、浜田実君、山﨑元英君を奥能登クリーン組合議会議員

に当選されました。ただいま、奥能登クリーン組合議会議員に当選されました、石岡安雄

君、宮田勝三君、山本一朗君、桶屋政雄君、久田良平君、棚田昭男君、竹中初男君、浜田

実君、山﨑元英君が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告

知をいたします。 
 

選挙第７号 
 
議長（大谷内義一君） 
 次に選挙第７号のと鉄道運営助成基金事務組合議会議員の選挙を行います。当該選挙に

ついては、組合規約第６条第２項の規定により１人の組合議員を選挙するものであります。 
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指

名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。  
お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。のと鉄道運営助成

基金事務組合議会議員に２１番小蔵久一君を指名します。お諮りします。ただいま議長が
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指名しました、小蔵久一君をのと鉄道運営助成基金事務組合議会議員の当選人として定め

ることにご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

異議なしと認めます。よって、小蔵久一君がのと鉄道運営助成基金事務組合議会議員に当

選されました。ただいま、のと鉄道運営助成基金事務組合議会議員に当選されました、小

蔵久一君が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知を行い

ます。ここで地方自治法第１０６条第１項の規定により副議長と交代します。 
 

議長の常任委員会委員の辞任の件 
 
議長（大谷内義一君） 
 先程、クリーン組合のところで浜田議員が今日欠席の為、後日告知いたしたいと思いま

すので、あらがじめご了承の程お願いいたします。それでは、副議長お願いいたします。 
 
副議長（菊田俊夫君） 
 地方自治法第１０６条第１項の規定により議長の職務を行います。ただいまの出席議員

数は３９名です。定足数に達していますので引き続き本日の会議を開きます。 
日程第５議長の常任委員会委員辞任の件を議題とします。ここで、地方自治法第１１７条

の規定により、４０番大谷内義一君の退場を求めます。（４０番大谷内義一君退場） 
 大谷内義一君から、公正な本会議運営のため、地方自治法第１０４条に規定する議会全

体の統制者として、職責を円滑に全うするため、能登町議会運営申し合わせにより、能登

町議会総務常任委員会委員を辞職したいと申し出がありました。 
 お諮りします。本件は、申し出のとおり、辞任を許可することにご異議ありませんか。 
 

（異議なしの声） 
 

ご異議なしと認めます。よって、議長の常任委員会委員の辞任を許可することに決定しま

した。ここで４０番大谷内義一君の入場を認めます。（４０番大谷内義一君入場） 
 ここで、議長としての職務が終了しましたので退席させていただきます。ここで大谷内

議長と交代します。ありがとうございました。 
 

議会運営委員会の閉会中の継続審査の申し出の件 
 
議長（大谷内義一君） 
 日程第６議会運営委員会の閉会中の継続審査申し出の件を議題とします。 
議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定によって、本会議の会期日程等の議会

の運営に関する事項につき、閉会中も引き続き所管事務の審査をしたいとの申し出があり

ます。 
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 お諮りします。議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とする

ことに、ご異議ありませんか。 
ご異議なしと認めます。議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査

とすることに決定しました。以上で、本臨時会に付議された議件は全部終了いたしました。 
 ここで、田形町長職務執行者から発言を求められておりますので、これを許可します。 
町長職務執行者田形功君 

 
町長職務執行者（田形 功君） 
 能登町第１回臨時会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。議員各位には、

３月４日より本日まで、６日間能登町初議会とゆうことで、議会の組織をはじめ数多くの 
提案、案件に対しまして、熱心なご審議を賜り、いずれも原案通り可決、承認いただきま

して誠にありがとうございました。可決ご承認いただきました案件については、誠心誠意

努めてまいりたいと考えております。３月１日から新たな体制、組織でも動き初めてあり

ます。町村合併によって、住民サービスが低下することのないよう職員一同、努力してお

りますのでどうか今後とも各議員におかれましては、ご支援ご協力を賜りますよう、お願

い申し上げまして誠に簡単でございますが、挨拶といたします。本当にありがとうござい

ました。 
 

閉議・閉会 
 
議長（大谷内義一君） 
 これをもちまして、平成１７年第１回能登町議会臨時会を閉会いたします。 
皆様のご好意によって、初代の議長に選出させていただきましたが、何分にも緊張したあ

まりに、大変皆さんにご迷惑をおかけいたしたと思いますが。これから互いに手を結んで

力を合わせて、能登町発展の為にがんばっていきたいと思いますので、ご鞭撻の程心から

お願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 
どうも、ご苦労様でございました。 
 

閉会午前１１時３０分 
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上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、ここに署名する 
 
 

平成１７年３月９日 
   

能登町議会臨時議長   道下 豊一 
 

能登町議会議長     大谷内 義一 
 

能登町議会副議長    菊田 俊夫 
 
署 名 議 員     南 正晴 
 
署 名 議 員     河田 信彰 
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